通学区域弾力化制度のお知らせ
～区域外の学校も選択できます～
北広島町教育委員会

　北広島町では、学校教育の活性化を進めるため、通学区域の弾力化（町内の小中・義務教育学校から学校を選択し、入学・転学できる制度）を行っています。

1.「通学区域の弾力化」の手続きについて
　（１）「区域外の学校」を選択できる学年
1 小学校新１年生・義務教育学校新１年生
2 小学校新５年生・義務教育学校新５年生
3 中学校新１年生・義務教育学校新７年生

　（２）申請手続き
　　　　上記①～③の時に「区域外の学校」へ就学を希望する場合は、「学校選択
希望申請書」を教育委員会に提出してください。
　申請書は、教育委員会、役場各支所、町立小中・義務教育学校にありま
す。教育委員会のホームページにも載せています。
　なお、「区域内の学校」を選択する場合は、申請は不要です。

　（３）申請受付期間
　　　　毎年１１月１日から１１月３０日までの開庁日
　　　　この期間以外は申請できませんので、ご注意ください。

　（４）小中・義務教育学校の決定
　　　　申請受付後、教育委員会が学校の受け入れ体制等を考慮しながら、入・
転学する小学校、中学校、義務教育学校を決定し、保護者に通知します。

　（５）選択後の変更および他学年の学校選択
　　　　学校選択で選んだ学校は、原則として途中で変更できません。
また、上記以外の学年での学校選択はできません。

　（６）選択した学校への通学方法
　　　　「区域外の学校」に入学する場合は、保護者の責任において通学方法を
確保していただくことになります。
　なお、通学費補助はありません。



２．町立学校の情報公開について
　　　町立学校では特色ある学校づくりを進め、教育活動や教育施設等の情報公開に努めています。
北広島町のホームページから、各学校のホームページをご覧ください。


北広島町立学校一覧
	芸北地域
	大朝地域

	芸北小学校
	芸北中学校
	大朝小学校
	大朝中学校

	豊平地域
	千代田地域

	豊平学園
	八重小学校
	千代田中学校

	
	八重東小学校
	

	
	壬生小学校
	

	
	本地小学校
	





詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
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「通学区域弾力化制度」に関するお問い合わせ・申請先

北広島町教育委員会　教育課

　　　〒731－1595　北広島町有田１２３４番地
　　　電話：０８２６－７２－７３６０（直通）

